【様式２】
令和　年　　月　　日

プロポーザル参加申請書

（宛先）静岡市オクシズ材プラットフォーム活用推進協議会　会長
（申請者）
所　 在 　地
名　　　　称
代表者職氏名　　　　　　　　　　　　　　　　印

次の業務について、プロポーザル（企画提案）に参加します。
なお、この申請書及び関係書類の内容は、事実と相違ないことを誓約します。

１　業務名
木材の情報共有システム構築業務

２　参加資格
　　この企画提案に参加するに当たり、次の（１）～（８）の条件を満たしています。
（１）単独事業者の提案（以下提案事業者という）または複数の事業者グループでの提案（以下提案事業者グループという）であること。
（２）提案事業者または提案事業者グループの構成事業者が、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であること。
（３）提案事業者または提案事業者グループの構成事業者が、会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者（更生手続開始の決定を受けている者を除く。）又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者（再生手続開始の決定を受けている者を除く。）でないこと。
（４）提案事業者または提案事業者グループの構成事業者が、暴力団員等（静岡市暴力団排除条例（平成25年静岡市条例第11号）第２条第３号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。）、暴力団員（同条第２号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）の配偶者（暴力団員と生計を一にする配偶者で、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。）及び暴力団員等と密接な関係を有するものでないこと。
（５）提案事業者または提案事業者グループの構成事業者が、静岡市入札参加停止等措置要綱（令和６年４月１日施行）による入札参加停止措置の期間中でないこと。
（６）提案事業者または提案事業者グループの構成事業者が、直近の１年間において、法人税、消費税及び地方消費税、市税（静岡市に対し納付義務があるもの）を滞納していないこと。
（７）提案事業者または提案事業者グループの構成事業者が、他の事業者グループの構成事業者として、本業務に参画していないこと。
（８）提案事業者グループとして選定された場合、原則、代表事業者名をもって協議会との契約を締結すること。代表事業者と構成事業者間の契約等については、協議会へ相談の上進めること。
（９）仕様書に合致した業務を確実に実施できるものであること。

３　連絡担当者
　（１）所属：
　（２）職氏名：
　（３）電話番号：
　（４）ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：
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